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３．事業の実施状況 

 
平成２７年度岡山県計画に規定した事業について、令和３年度終了時における事業の実施

状況について記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.３】 
 晴れやかネット拡張機能整備事業 

【総事業費】 

196,296 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

 

事業の実施

主体 
県、医療機関 

事業の期間 平成 28 年 1 月 18 日～令和 5 年 3 月 31 日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

医療・介護に関わる多職種の連携を促進し、質の高いサービスを切れ

目なく提供する体制を構築する。 

アウトカム指標：拡張機能利用者の増 

事業の内容 
(当初計画) 

 医療・介護サービスの質の向上と事業者の業務の効率化を目指して、

医療ネットワーク岡山（愛称：晴れやかネット）の拡張機能（医療・介

護関係職種の情報共有システム）の強化を行う。 
①サービス提供記録を報酬請求に必要な帳票の出力に反映させる機能の

付加等のシステム改修を行う。 
②介護事業者の拡張機能利用を促進するために、介護事業者の利用に係

る費用を一定期間免除する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

医療機関等が相互に診療情報を共有する医療ネットワーク岡山（愛

称：晴れやかネット）の拡張機能（医療・介護関係職種の情報共有シス

テム）のシステム改修を行い、医療、介護関係職種の参加を推進する。 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

使いやすいシステムとするため、利用者からアンケートを取り、業務

の質の向上に資すると考えられる部分のシステム改修を行った。 
また、利用促進や参加者の拡大に向けて、県内各地で運用講習会を行

った。 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標：拡張機能利用者の増 
観察できなかった 
観察できた    → 65 施設の増 
           （H28 年度末 220 施設→R3 年度末 285 施設） 
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（１）事業の有効性 
 業務の質の効率化に資するシステム改修を行うことにより、今後の利

用者拡大が期待できる。 
（２）事業の効率性 
 システムを利用することにより、他施設への問い合わせを減らし、事

業を効率的に行うことができた。 

その他  利用者拡大に向けて、まだ利用していない地域へのアピールを行うこ

とが効果的であるため、自治体や医師会等に対して説明を適宜行う。 
また、すでに利用している地域の現状を把握するために聞き取り調査

等を行う。 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.４】 
 病床機能分化・連携促進のための基盤整備事業 

【総事業費】 

1,180,260 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

 

事業の実施

主体 
県、医療機関 

事業の期間 平成 27 年４月１日～令和５年３月 31 日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人

口の減少を踏まえて、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築し

ていく必要がある。 

アウトカム指標： 
平成 30 年７月１日現在の本県の回復期病床数は 3,571 床であるが、地

域医療構想における令和７年の回復期に係る必要病床数は 6,480 床と約

3,000 床不足しており、病床機能の分化・連携の取組を促進する。 

事業の内容 
(当初計画) 

地域医療構想における必要病床数に対し、病床機能報告にて過剰とな

っている機能病床について、地域医療構想調整会議における協議を踏ま

え、不足する機能病床へ転換するための施設整備に対して補助を行う。 

また、地域医療構想の達成に向けた医療機関の統合・事業縮小の際に

要する費用に対しても補助を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

対象医療機関数：５医療機関 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

対象医療機関数：２医療機関 

（地域医療構想において過剰となっている３機能から 

不足する回復期機能への転換病床数：１４０床） 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

令和３年度における回復期病床数：４，０３０床 

（地域医療構想進捗率 62.2％） 

 

（１）事業の有効性 
本事業により回復期病床が１４０床整備され、地域医療構想の達成に

向けた直接的な効果があった。 

 
（２）事業の効率性 
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地域医療構想調整会議において医療機関ごとに事業実施の合意を得て

おり、真に必要な整備に限定して実施している。また、施設整備に当た

って、各医療機関において入札を実施することにより、コストの低下を

図っている。 

 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【NO.４２】 
 岡山県介護施設等整備事業 

 

【総事業費】 

1,714,105 
千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

 

事業の実施

主体 
介護施設・事業所 

事業の期間 平成２７年４月１日～令和６年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

 

高齢者が住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標値：第７・８期岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事

業支援計画で見込んだ定員数の確保を図る。 

事業の内容

（当初計画） 
① 地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するため、地

域密着型サービス施設等の整備に対して支援を行う。 
② 施設の開設時から安定した質の高いサービスを提供するため、初度経

費等に対して支援を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初 
の目標値） 

①② 
 地域密着型特別養護老人ホーム     １４カ所（定員５７８人） 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護   ６カ所 
  小規模多機能型居宅介護       １４カ所（定員１６６人） 
  認知症高齢者グループホーム     １７カ所（定員１８０人） 
  看護小規模多機能型居宅介護事業所   ７カ所（定員１０３人） 
  訪問看護ステーション（サテライト）  １カ所 
  その他（施設開設準備経費補助等）      （定員５４４人） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和元年度においては、次の事業に補助した。 
① 小規模多機能型居宅介護事業所     １カ所（定員９人） 

② 特別養護老人ホーム          １カ所（定員９人） 
 小規模多機能型居宅介護事業所     ３カ所（定員２２人） 
看護小規模多機能型居宅介護事業所   １カ所（定員９人） 

令和２年度においては、次の事業に補助した。 
① 地域密着型特別養護老人ホーム     ３カ所（定員６８人） 
  小規模多機能型居宅介護事業所     ２カ所（定員１８名） 
  看護小規模多機能型居宅介護事業所   ４カ所（定員３６人） 
② 特別養護老人ホーム          ３カ所（定員１９１人） 
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  地域密着型特別養護老人ホーム     ３カ所（定員６８人） 
  小規模多機能型居宅介護事業所     ２カ所（定員１８人） 
  看護小規模多機能型居宅介護事業所   ４カ所（定員３６人） 
  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所１カ所 
③ 【追加事業】介護ロボット・ICT 導入支援 
  特別養護老人ホーム          １カ所（定員６０人） 
  介護老人保健施設           ２カ所（定員１４０人） 
  軽費老人ホーム            １カ所（定員６７人） 
  認知症対応型共同生活介護事業所    １カ所（定員１８人） 
令和３年度においては、次の事業に補助した。 
① 地域密着型特別養護老人ホーム     １カ所（定員１９人） 
  小規模多機能型居宅介護事業所     １カ所（定員９名） 
   認知症対応型共同生活介護事業所    ２カ所（定員１８人） 
  看護小規模多機能型居宅介護事業所   １カ所（定員２９人） 
   定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所１カ所 
② 小規模多機能型居宅介護事業所     ２カ所（定員５８人） 
   認知症対応型共同生活介護事業所    ４カ所（定員３６人） 
  看護小規模多機能型居宅介護事業所   １カ所（定員２９人） 
  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所２カ所 
   その他（施設開設準備経費補助等）      （定員４２２人） 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 
観察できなかった 
観察できた    → 

（１）事業の有効性 
   地域密着型サービス施設等の整備により、高齢者が住み慣れた地

域で日常生活を送ることができる体制の整備促進が図られた。 
（２）事業の効率性 
   施設整備の工事発注等において、入札など競争性を確保すること

により効率的な事業の実施が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）参入促進 
（中項目）地域のマッチング機能強化 
（小項目）多様な人材層（若者、女性、高齢者）に応じたマッチング機

能強化事業 

事業名 【NO.７０】 
 訪問看護ステーションへの看護職員入職促進事業 

【総事業費】 

29,800 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

 

事業の実施

主体 
訪問看護ステーション 

事業の期間 平成２７年４月１日～令和４年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標値：平成３７年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 
訪問看護の経験のない看護職員を新たに雇用する訪問看護ステーション

が、新任職員に対するＯＪＴを実施する場合に補助する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

ＯＪＴを受ける新人看護職員数 ６０人 
（３０人×２年） 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

平成２８年度においては、ＯＪＴを受けた新人看護職員数 １８人 
平成２９年度においては、ＯＪＴを受けた新人看護職員数 １４人 
平成３０年度においては、ＯＪＴを受けた新人看護職員数 ２１人 
令和元年度においては、ＯＪＴを受けた新人看護職員数  １５人 
令和２年度においては、ＯＪＴを受けた新人看護職員数  ２９人 
令和３年度においては、ＯＪＴを受けた新人看護職員数  １９人 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 
観察できなかった 
観察できた     → 

（１）事業の有効性 
   訪問看護未経験者の看護職を９０日間かけてＯＪＴを実施するこ

とで、単独訪問が可能となる独り立ちまでの過程を事業所内で共有

することができた。 
（２）事業の効率性 
   ＯＪＴを実施するに当たり、指導に当たった者の原点回帰と意欲

向上も促し、ＯＪＴを実施した事業所全体の質の向上につながった。 
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その他 訪問看護を安定的に供給していくためには、事業所毎の構成人数の増

員が不可欠となる。小規模人員の事業所が新たな看護職を雇い入れする

場合は、経済的損失のリスクも伴うことから、当該事業が雇い入れ時の

負担軽減の一助になっている。 
※平成２７年度補正分 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）資質の向上 
（中項目）研修代替要因の確保支援 
（小項目）各種研修に係る代替要員の確保対策事業 

事業名 【NO.７１】 
 実務者研修等代替職員確保支援事業 

【総事業費】 

20,047 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

 

事業の実施

主体 
介護施設・事業所 

事業の期間 平成２７年４月１日～令和４年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域で日常生活を送ることができる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標値：平成３７年に利用が見込まれる介護サービスを提供

するために、介護職員を４万２千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 
介護サービス事業所等が介護福祉士国家試験の受験資格要件である「実

務者研修」をはじめとする各種研修を現任職員に受講させる際必要とな

る代替職員の確保に係る経費を支援する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

現任職員研修受講者数 延べ１００人 
（５０人×２年） 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

平成２８年度においては、現任介護職員研修受講者数 ３８人  
平成２９年度においては、現任介護職員研修受講者数 ２９人 
平成３０年度においては、現任介護職員研修受講者数 ２８人 
令和元年度においては、現任介護職員研修受講者数   ８人  
令和２年度においては、現任介護職員研修受講者数   ８人 
令和３年度においては、現任介護職員研修受講者数  １８人 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 
観察できなかった 
観察できた     → 

（１）事業の有効性 
   現任職員の研修受講時に必要となる代替職員確保に係る経費を支

援することで、介護職員の資質の向上を図るとともに、研修を受講

しやすい環境整備を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
   介護サービス事業所等の実情に応じて支援を行うことにより、介
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護職員の資質向上や介護職場の環境改善が効率的に図られた。 

その他 ※平成２７年度補正分 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）参入促進 
（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 
（小項目）外国人留学生及び特定技能１号外国人の受入環境整備事業 

事業名 【NO.７２】 
 外国人介護留学生受入事業者に対する奨学金支援事業 

【総事業費】 

1,881 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

 

事業の実施

主体 
県 

事業の期間 令和３年７月１９日～令和４年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供す

るために、介護職員を３万７千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 
介護福祉士養成施設等に入学した留学生に対し、将来、介護の専門職と

して雇用しようとする介護施設等が奨学金等を貸与・給付する場合、そ

の経費の一部を助成し、負担軽減を図ることにより介護人材の確保につ

なげる。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

外国人介護職員を増やす。 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和３年度においては、コロナ禍で外国人留学生の入国が困難な中、５

施設１０名が利用。 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 
観察できなかった 
観察できた     → 

（１）事業の有効性 
   外国人留学生を介護の専門職として雇用しようとする介護施設等 
  に補助金を支援することで、介護施設等の負担を軽減し、介護人材

の確保しやすい環境の整備を進めた。 
（２）事業の効率性 
   介護施設等や日本語学校及び介護福祉士養成施設等と連携・意見

交換することで、介護留学生の実情を把握し、事業をより効率的に

進めることができた。 

その他 ※平成２７年度補正分 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）労働環境・処遇の改善 
（中項目）長期定着支援 
（小項目）介護職員長期定着支援事業 

事業名 【NO.７３】 
 若手介護職員交流推進事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

 

事業の実施

主体 
県 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で日常生活を継続で

きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図る必要がある。 

アウトカム指標：２０２５年に利用が見込まれる介護サービスを提供す

るために、介護職員を３万７千人確保する。 

事業の内容

（当初計画） 
おおむね３年未満の介護関係職員の離職防止を図るため、仕事を行って

いく上で同じ思い・悩みを共有できる交流会を行う。 
  ・基調講演（介護職員として期待される役割・意義について） 
  ・グループワーク 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

介護職員の人材確保のため、新任介護職員の離職防止（定着支援） 
 交流会の参加者 １００人 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和３年度においては、 
 交流会の参加者   ０人 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 
観察できなかった → 
観察できた     

（１）事業の有効性 
   新型コロナウイルス感染症の影響により事業の実施を見送った。 

 
（２）事業の効率性 

    

その他 ※平成２７年度補正分 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）労働環境・処遇の改善 
（中項目）緊急時介護人材等支援 
（小項目）新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業

所等のサービス提供体制確保事業 

事業名 【NO.７４】 
 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービ

ス事業所等のサービス提供体制確保事業 

【総事業費】 

41,798 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

 

事業の実施

主体 
介護施設・事業所 

事業の期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

新型コロナウイルス感染による緊急時のサービス提供に必要な介護人材

を確保するとともに、介護に従事する者が安心・安全に業務を行うこと

ができるよう感染症が発生した介護サービス事業所・施設等の職場環境

の復旧・改善を支援するとともに、介護報酬の割増期間終了後も感染症

対策を継続的に行うための支援を行う必要がある。 

アウトカム指標：新型コロナウイルス感染による緊急時においても、必

要な介護サービスを引き続き提供できる体制を確保する。 

事業の内容

（当初計画） 
介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サ

ービスを継続して提供するために必要な経費及び感染防止対策を継続的

に行う経費について支援を行う。また、関係団体等と連携・調整し、緊

急時に備えた応援体制を構築し、その支援を実施するために必要な経費

を補助する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

支援を実施する関係団体    ３団体 
補助金交付想定事業所数 3,316 事業所【感染防止対策支援事業】 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

令和３年度においては、関係団体２団体から支援を実施し、補助金につ

いては感染防止対策支援事業で 1,840 事業所、サービス提供体制確保事

業で 63 事業所に交付した。 

事業の有効

性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 
観察できなかった 
観察できた     → 

（１）事業の有効性 
   新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続くなか、介護サービス

事業者・施設が感染防止対策を継続的に行うために要する経費や陽
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性者に対応した事業所へのかかり増し経費について補助を行い、サ

ービス提供体制の確保を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
   感染防止対策支援事業では、同内容の補助事業を実施した障害福

祉課と「感染防止対策給付金受付係」を設置して、派遣職員４名（う

ち介護担当３名）の体制で受付事務を行った。 
また国保連に依頼して、原則として介護報酬受け取り口座に補助 

金を支払うことで速やかな処理を行うことができた。 

その他 ※平成２７年度補正分 

 

 

 

 


